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事務連絡

平成 25年 3月29日

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望区分B) に

記載する機能区分コードについて」の一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一

部を改正する件J(平成25年厚生労働省告示第102号)が公布され、平成25年 4月 1日

から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希

望書(希望区分 B) に記載する機能区分コードについてJ(平成24年 3月 5日事務連絡)

を次のように改正し、平成25年 4月 1日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。

記

1 別表 H区分057の(1)の①に次のように加える。

エ特殊型(皿) B00205701014 

2 別表 E区分057の(1)に次のように加える。

③ ライナー (VI) B0020570108 



⑨ ライナー (VII)

3 別表 H区分060の(1)を次のように改める。

(1) 一般スクリュー(生体用合金 I) 

① 標準型

② 特殊型

4 別表 E区分112の(71を次のように改める。

(1) トリプルチャンバ(I型)

① 標準型

② 極性可変型

5 JjIJ表 H区分129の(3)に次のように加える。

③ 軸流型

6 別表 E区分133に次のように加える。

(17) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル

(18) 血管塞栓用プラグ

7 別表 E区分150を次のように改める o

150 ヒト自家移植組織

(1) 自家培養表皮

( 2) 自家培養軟骨

8 別表 Eに次のように加える。

176 子宮用止血バルーンカテーテル

177 心房中隔穿刺針

B0020570109 

B0020600101 

B0020600102 

B002112010 1 

B0021120702 

B0021290303 

B00213317 

B00213318 

B00215001 

B00215002 

B002176 

B002177 



f特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書(希望底分B) に記載する機能区分コードについてJの 部改正について
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